
社会保障制度改革国民会議報告書「確かな社会保障を将来世代に伝

えるための道筋」（平成25年８月６日）（抜粋） 

 

第２部 社会保障４分野の改革 

Ⅰ 少子化対策分野の改革 
 

２ 子ども・子育て支援新制度等に基づいた施策の着実な実施と更

なる課題 
 

（４）ワーク・ライフ・バランス 
 

ワーク・ライフ・バランスの促進は、すべての世代の生き方と社

会保障制度全体に大きく影響するものである。これまで、次世代育

成支援対策推進法や「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）憲章」などを踏まえた取組を推進してきたが、企業の子育て支

援に向けた行動変容を促すためにも、企業における仕事と子育ての

両立支援について、より一層の取組の推進が必要である。 

特に中小企業・非正規については、育児休業の取得が難しい状況

にある。これら中小企業・非正規を含め、育児休業の取得促進など

様々な取組を通じて、男女ともに仕事と子育ての両立支援を進めて

いくことが必要である。このため、2014（平成26）年度までの時限

立法であり、企業における仕事と子育ての両立支援を推進するため

の強力なツールの１つである次世代育成支援対策推進法について、

今後の10年間を更なる取組期間として位置づけ、その延長・見直し

を積極的に検討すべきである。なお、育児休業取得に関しては、中

小企業・非正規に加え、取得率の低い男性の取得促進に注力すべき

であり、企業の社会的責任も大きい。育児休業を取得しやすくする

ために、育児休業期間中の経済的支援を強化することも含めた検討

を進めるべきである。 

こうした企業における両立支援の取組と子育て支援の充実は車の

両輪であり、両者のバランスと連動を担保する視点から、引き続き

検討を進めるべきである。 
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